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                   医０４ 整形用品 

一般医療機器 止血用押圧器具 70617000 

滅菌アンギオファイバーロッド 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

● 再使用禁止 

● 再滅菌禁止 

● 体内に留置しないこと 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

本品はポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維で円柱型又

は T字型に加工したものである。EOG滅菌済みである。 

 

【使用目的又は効果】 

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕（橈

骨動脈）部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用

いる器具をいう。 

 

【使用方法等】 

製品を無菌的に取り出し、止血部分に圧迫止血できる程度

に抑えて、テープや包帯で固定する。 

 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しな

いこと。 

開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため） 

滅菌期限内に使用すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保 

管すること。 

有効期間 

容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者  株式会社エフスリィー 

愛知県名古屋市西区笠取町 3-415 

TEL 052-522-5226 

 

 

 

 

   


